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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第36期

第２四半期連結
累計期間

第37期
第２四半期連結

累計期間
第36期

会計期間

自平成26年
　１月１日
至平成26年
　６月30日

自平成27年
　１月１日
至平成27年
　６月30日

自平成26年
　１月１日
至平成26年
　12月31日

売上高 （百万円） 12,517 13,928 25,678

経常利益 （百万円） 1,423 1,675 3,043

四半期（当期）純利益 （百万円） 833 1,058 1,897

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 618 1,181 2,648

純資産額 （百万円） 22,766 25,426 24,412

総資産額 （百万円） 27,868 31,234 30,196

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 50.36 63.96 114.68

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － 63.95 －

自己資本比率 （％） 76.6 76.6 75.9

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 1,002 848 1,893

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △793 △649 28

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △156 △46 △511

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 7,968 9,975 9,770

 

回次
第36期

第２四半期連結
会計期間

第37期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成26年
４月１日

至平成26年
６月30日

自平成27年
４月１日

至平成27年
６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 12.73 29.34

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第36期第２四半期連結累計期間及び第36期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、国内においては政府の経済政策や日銀による金融緩和を背景に

企業収益が向上し、雇用環境も改善されるなど景気は緩やかな回復基調で推移しました。

一方、海外におきましては、米国景気が回復基調を維持したものの、中国経済の成長減速やギリシャの債務問題

など国際的な不安要素もあり、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の下、当社グループは、「『新しい』を生み出す」を経営方針に掲げ、「コア事業の持続的成

長」、「新規アプリケーションの開拓」、「新規事業フィールドへの挑戦」を戦略に業績の向上に努めてまいりま

した。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、139億28百万円と前年同期に比べ11.3％の増収となりま

した。利益面につきましては、ドル高による原価率の上昇があったものの、売上高増加による売上総利益の獲得な

どにより営業利益は16億32百万円（前年同期比18.2％増）、経常利益は16億75百万円（前年同期比17.7％増）、四

半期純利益は10億58百万円（前年同期比27.0％増）となりました。

 

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

① センシング事業

当社グループの主力事業であるセンシング事業は、売上高99億13百万円（前年同期比12.6％増）、営業利益12

億69百万円（前年同期比33.0％増）となりました。

防犯関連につきましては、売上高72億71百万円（前年同期比13.3％増）となりました。海外におきましては、

北米及び南欧向けの販売が順調に推移し、前年同期実績を大幅に上回りました。国内におきましても警備会社向

けの販売が順調に推移し、前年同期実績を上回りました。

自動ドア関連につきましては、国内では建築需要の伸び悩みなどにより前年同期実績を下回ったものの、北米

向けを中心に海外での販売が順調に推移したため、売上高22億7百万円（前年同期比6.1％増）となりました。

② ＦＡ事業

ＦＡ事業は、海外におきましては、欧州向けの販売は減少したものの、中国向けの販売が順調に推移し、前年

同期実績を上回りました。国内におきましても電子部品や半導体の生産ラインで製品の外観検査に使用される

ＬＥＤ照明の販売が順調に推移し、前年同期実績を大幅に上回りました。

この結果、売上高は27億44百万円（前年同期比8.0％増）となりましたが、販売費及び一般管理費の増加により

営業利益は83百万円（前年同期比26.9％減）となりました。

③ 生産受託事業

中国における生産受託事業におきましては、受託製品数量が増加したことにより増収となり、売上高は５億99

百万円（前年同期比68.7％増）となりました。また営業利益は原価率の改善などにより１億92百万円（前年同期

比149.2％増）となりました。

なお、生産受託事業の営業利益につきましては、セグメント間の内部売上の影響を多分に受けるため、当該内

部売上が増加したことにより、営業利益は前年同期に比べ増加幅が大きくなっております。

 

＜参考＞

　・地域別売上高

当第２四半期連結累計期間　（自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）　（単位：百万円）

日本 北米 ヨーロッパ アジア その他 計

4,427 1,777 4,936 2,112 674 13,928

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米　…………　米国、カナダ

(2）ヨーロッパ　…　ドイツ、イギリス、フランス、オランダ、ポーランド、ロシア、イタリア

(3）アジア　………　中国、香港、台湾、韓国

(4）その他　………　オセアニア、アフリカ、南米
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（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較

して２億４百万円増加し、99億75百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は８億48百万円（前年同期は10億２百万円の獲得）となりました。これは主に法

人税等の支払（７億14百万円）、売上債権の増加（２億12百万円）による資金の減少があったものの、税金等調

整前四半期純利益の確保（16億95百万円）、仕入債務の増加（２億98百万円）により資金が増加したものであり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は６億49百万円（前年同期は７億93百万円の使用）となりました。これは主に有

価証券及び投資有価証券の取得・売却（差引支出２億45百万円）及び有形固定資産の取得・売却（差引支出２億

42百万円）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は46百万円（前年同期は１億56百万円の使用）となりました。これは主に配当金

の支払額（２億48百万円）があったものの、短期借入金の増加（２億19百万円）があったことによるものであり

ます。

 

（３）事業及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、９億３百万円であります。なお、当

第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成27年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成27年８月11日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 16,984,596 16,984,596
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 16,984,596 16,984,596 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日 平成27年３月28日

新株予約権の数（個） 95（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 9,500（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円

新株予約権の行使期間 平成27年４月14日～平成57年４月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　2,621円（注）２

資本組入額　1,311円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締

役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
 
（注）１．新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株

式数」という。）は新株予約権１個当たり100株とする。

ただし、新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が普通株式につき、株式分割（当

社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、新

株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次

の計算により調整する。

調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割又は株式併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役

会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

２．(1) 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額（１株当たり2,620円）と新株予約権の行使時の払込

額（１株当たり１円）を合算しております。なお、新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権

者」という。）は、新株予約権の公正価額相当額の払込に代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものと

しております。

(2) 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式を予定しており、これにより新

規に発行される株式はありません。なお、自己株式により充当させる場合は、資本組入を行いません。
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３．(1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の

翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を一括してのみ行使で

きるものとする。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ

る。

４．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につ

き吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその

効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、

及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約

権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞ

れ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の

効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記２.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

(8) 新株予約権の行使条件

上記３.に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記３．の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約

権を行使できなくなった場合、当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得

することができる。

② 以下の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で

承認された場合）は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができ

る。

イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ．当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社

の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得

することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成27年４月１日～

平成27年６月30日
－ 16,984,596 － 2,798 － 3,649
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（６）【大株主の状況】

  平成27年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

小林　徹 滋賀県大津市 1,374 8.09

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町2丁目11番3号 1,131 6.66

有本　達也 滋賀県大津市 1,069 6.29

ＣＢＮＹ－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮ

Ｔ　ＯＦ　ＮＯＲＷＡＹ

（常任代理人　シティバンク銀行

株式会社）

388 GREENWICH STREET，

NEWYORK，NY 10013 USA

（東京都新宿区新宿6丁目27番30号）

678 3.99

ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣ

ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＬＵＸＥＭＢ

ＯＵＲＧ／ＪＡＳＤＥＣ／ＡＢＥ

ＲＤＥＥＮ　ＧＬＯＢＡＬ　ＣＬ

ＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴＳ

（常任代理人　香港上海銀行東京

支店）

33 RUE DE GASPERICH，L-5826

HOWALD-HESPERANGE，LUXEMBOURG

（東京都中央区日本橋3丁目11-1）

655 3.85

ＢＮＹＭＬ－ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴ

Ｙ　ＡＣＣＯＵＮＴ

（常任代理人　株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行）

VERTIGO BUILDING-POLARIS 2-4 RUE

EUGENE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG

GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

（東京都千代田区丸の内2丁目7-1）

527 3.10

栗田　克俊 滋賀県大津市 459 2.70

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1丁目8-11 389 2.29

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡ

ＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ

ＭＰＡＮＹ　５０５０２５

（常任代理人　株式会社みずほ銀

行決済営業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS

02101 U.S.A

（東京都中央区月島4丁目16-13）

306 1.80

ＫＢＬ　ＥＰＢ　ＯＲＤＩＮＡＲ

Ｙ　ＡＣＣＯＵＮＴ

１０７５０１

（常任代理人　株式会社みずほ銀

行決済営業部）

43，BOULEVARD ROYAL，LUXEMBOURG

（東京都中央区月島4丁目16-13）

 

281 1.65

計 － 6,874 40.47

　（注）１．当社は、自己株式427千株（発行済株式総数に対する所有株式の割合2.51％）を保有しておりますが、上記

の大株主から除いております。

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託

口）の所有株式は、信託業務に係る株式であります。

３．スパークス・アセット・マネジメント株式会社から平成25年３月19日付で大量保有報告書に関する変更報告

書の提出があり、平成25年３月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として

当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めて

おりません。

　なお、当該変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の
数（株）

株券等保有
割合（％）

スパークス・アセット・マネ

ジメント株式会社

東京都品川区東品川二丁目２番４号

天王洲ファーストタワー
734,900 4.33
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４．インベスコ・アセット・マネジメント株式会社から平成27年４月21日付で大量保有報告書に関する変更報告

書の提出があり、平成27年４月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として

当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めて

おりません。

　なお、当該変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の
数（株）

株券等保有
割合（％）

インベスコ・アセット・マネ

ジメント株式会社

東京都港区六本木六丁目10番１号

六本木ヒルズ森タワー14階
1,403,600 8.26

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式　427,200

（相互保有株式）

普通株式　 28,600

－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式　16,434,600 164,346 同上

単元未満株式 普通株式　94,196 －
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 16,984,596 － －

総株主の議決権 － 164,346 －

 

②【自己株式等】

平成27年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

オプテックス株式会社

滋賀県大津市におの浜四丁

目７番５号
427,200 － 427,200 2.51

（相互保有株式）

オフロム株式会社
福井県福井市三留町72-10 28,600 － 28,600 0.17

計 － 455,800 － 455,800 2.68

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,770 9,975

受取手形及び売掛金 5,644 5,898

有価証券 751 953

商品及び製品 2,786 2,861

仕掛品 70 73

原材料及び貯蔵品 1,257 1,396

繰延税金資産 567 506

その他 565 809

貸倒引当金 △32 △35

流動資産合計 21,382 22,439

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,045 1,015

機械装置及び運搬具（純額） 394 436

工具、器具及び備品（純額） 380 394

土地 1,203 1,203

建設仮勘定 22 32

有形固定資産合計 3,045 3,081

無形固定資産   

のれん 599 477

その他 681 708

無形固定資産合計 1,280 1,186

投資その他の資産   

投資有価証券 3,469 3,612

繰延税金資産 648 580

その他 423 386

貸倒引当金 △52 △52

投資その他の資産合計 4,488 4,526

固定資産合計 8,814 8,795

資産合計 30,196 31,234
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,232 1,545

短期借入金 527 715

未払金 599 596

未払法人税等 685 516

繰延税金負債 16 15

賞与引当金 136 118

役員賞与引当金 26 31

その他 702 526

流動負債合計 3,926 4,065

固定負債   

繰延税金負債 164 148

再評価に係る繰延税金負債 26 23

退職給付に係る負債 978 878

役員退職慰労引当金 663 243

その他 23 448

固定負債合計 1,857 1,742

負債合計 5,784 5,808

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,798 2,798

資本剰余金 3,653 3,653

利益剰余金 15,626 16,529

自己株式 △541 △542

株主資本合計 21,536 22,437

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 204 217

土地再評価差額金 △9 △6

為替換算調整勘定 1,230 1,318

退職給付に係る調整累計額 △28 △30

その他の包括利益累計額合計 1,397 1,498

新株予約権 18 24

少数株主持分 1,460 1,464

純資産合計 24,412 25,426

負債純資産合計 30,196 31,234
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 12,517 13,928

売上原価 5,787 6,518

売上総利益 6,730 7,409

販売費及び一般管理費 ※ 5,350 ※ 5,777

営業利益 1,380 1,632

営業外収益   

受取利息 46 53

受取配当金 34 38

持分法による投資利益 11 3

投資有価証券売却益 21 2

投資事業組合運用益 21 23

受取賃貸料 10 9

保険返戻金 9 2

その他 9 14

営業外収益合計 164 148

営業外費用   

支払利息 3 1

為替差損 106 82

賃貸費用 9 9

その他 1 11

営業外費用合計 121 104

経常利益 1,423 1,675

特別利益   

固定資産売却益 0 3

投資有価証券売却益 － 16

特別利益合計 0 19

特別損失   

固定資産除却損 16 0

特別損失合計 16 0

税金等調整前四半期純利益 1,407 1,695

法人税、住民税及び事業税 534 542

法人税等調整額 9 80

法人税等合計 544 622

少数株主損益調整前四半期純利益 862 1,073

少数株主利益 29 14

四半期純利益 833 1,058
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 862 1,073

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17 14

土地再評価差額金 － 2

為替換算調整勘定 △225 93

退職給付に係る調整額 － △1

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △243 108

四半期包括利益 618 1,181

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 599 1,160

少数株主に係る四半期包括利益 19 21
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,407 1,695

減価償却費 247 272

のれん償却額 127 136

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24 △419

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △3 △18

受取利息及び受取配当金 △81 △92

支払利息 3 1

為替差損益（△は益） 10 △50

持分法による投資損益（△は益） △11 △3

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △21 △19

投資事業組合運用損益（△は益） △21 △23

固定資産除売却損益（△は益） 16 △3

売上債権の増減額（△は増加） 21 △212

たな卸資産の増減額（△は増加） △211 △197

仕入債務の増減額（△は減少） 49 298

その他 49 70

小計 1,627 1,471

利息及び配当金の受取額 83 93

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △707 △714

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,002 848

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △476 △1,002

有価証券の売却及び償還による収入 495 951

投資有価証券の取得による支出 △677 △497

投資有価証券の売却及び償還による収入 115 303

有形固定資産の取得による支出 △197 △248

有形固定資産の売却による収入 0 5

無形固定資産の取得による支出 △52 △159

無形固定資産の売却による収入 1 -

子会社株式の取得による支出 △5 △5

貸付けによる支出 △3 △6

貸付金の回収による収入 7 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △793 △649

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 7 219

配当金の支払額 △248 △248

少数株主からの払込みによる収入 107 5

少数株主への配当金の支払額 △22 △22

自己株式の取得による支出 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △156 △46

現金及び現金同等物に係る換算差額 △122 53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69 204

現金及び現金同等物の期首残高 8,037 9,770

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 7,968 ※ 9,975
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を残存勤務期

間に基づく割引率から単一の加重平均割引率に変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が136百万円減少し、利益剰余金が92百万

円増加しております。なお、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（役員退職慰労金）

当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、規定に基づく期末要支

給額を計上しておりましたが、平成27年３月28日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃

止しております。

　同制度廃止に伴い、在任期間に応じた役員退職慰労金の打ち切り支給を同株主総会で決議し、役員退職慰労引

当金残高435百万円のうち、当第２四半期連結会計期間末における残高419百万円を固定負債の「その他」に計上

しております。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日

　　至 平成26年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年１月１日

　　至 平成27年６月30日）

役員報酬及び従業員給与 1,941百万円 2,145百万円

賞与引当金繰入額 55 36

退職給付費用 75 79

役員賞与引当金繰入額 10 16

役員退職慰労引当金繰入額 28 15

貸倒引当金繰入額 14 5

研究開発費 838 903

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年６月30日）

現金及び預金勘定 7,968百万円 9,975百万円

現金及び現金同等物 7,968 9,975
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年３月29日

定時株主総会
普通株式 248 15 平成25年12月31日 平成26年３月31日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年８月４日

取締役会
普通株式 331 20 平成26年６月30日 平成26年９月２日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年３月28日

定時株主総会
普通株式 248 15 平成26年12月31日 平成27年３月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年８月５日

取締役会
普通株式 331 20 平成27年６月30日 平成27年９月２日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
センシング
事業

ＦＡ事業
生産受託
事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 8,807 2,540 355 11,703 814 12,517 － 12,517

セグメント間の内部
売上高又は振替高

16 － 1,791 1,807 31 1,839 △1,839 －

計 8,823 2,540 2,147 13,511 845 14,356 △1,839 12,517

セグメント利益 954 114 77 1,145 232 1,378 2 1,380

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、客数情報システム・電子部品の開発及び販

売、スポーツクラブの運営等の事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額２百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
センシング
事業

ＦＡ事業
生産受託
事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 9,913 2,744 599 13,256 671 13,928 － 13,928

セグメント間の内部
売上高又は振替高

27 － 2,531 2,558 37 2,596 △2,596 －

計 9,940 2,744 3,130 15,815 709 16,524 △2,596 13,928

セグメント利益 1,269 83 192 1,545 81 1,627 5 1,632

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、客数情報システム・電子部品の開発及び販

売、スポーツクラブの運営等の事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額５百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

（金融商品関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成27年６月30日）

　前連結会計年度末と比べて著しい変動がないため記載を省略しております。

（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成27年６月30日）

　前連結会計年度末と比べて著しい変動がないため記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成27年６月30日）

前連結会計年度末と比べて著しい変動がないため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 50円36銭 63円96銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 833 1,058

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 833 1,058

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,549 16,548

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 63円95銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 2

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成27年８月５日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………331百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………20円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成27年９月２日

　（注）平成27年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成27年８月７日
 

オプテックス株式会社
 

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 安藤　泰蔵　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鈴木　朋之　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオプテックス株

式会社の平成27年１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年４月１日から

平成27年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オプテックス株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
 

EDINET提出書類

オプテックス株式会社(E01998)

四半期報告書

21/21


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

